
町からのお知らせ

総
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
１

令
和
６
年
度　
決
算
の
概
要

　
～
町
の
台
所
事
情
～

広報嵐山 2025. 11　8

議会費
88,051

総務費
1,605,413
総務費
1,605,413
総務費
1,605,413

民生費
2,490,575
民生費
2,490,575
民生費
2,490,575

衛生費
713,195

農林水産業費
123,933

土木費
940,651

消防費
361,588

教育費
628,267

公債費
656,922

その他
157,563

町税
3,012,950
町税
3,012,950
町税
3,012,950

分担金及び
負担金
17,353
繰入金
430,787繰越金

524,102その他 298,523
地方譲与税
93,358

地方交付税
1,173,136

国庫支出金
1,124,040
国庫支出金
1,124,040
国庫支出金
1,124,040

県支出金
486,705
県支出金
486,705
県支出金
486,705

町債
402,657

交付金等
710,586

自主財源
4,283,715
自主財源
4,283,715
自主財源
4,283,715依存財源

3,990,482
依存財源
3,990,482
依存財源
3,990,482

（単位：千円）

　
令
和
６
年
度
決
算
が
、
第
３
回
定
例
議

会
で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

【
歳
入
】

【
歳
出
】

　
令
和
６
年
度
は
、
定
額
減
税
に
よ
り
自

主
財
源
で
あ
る
町
税
が
減
り
、
地
方
税
減

収
を
補
て
ん
す
る
地
方
特
例
交
付
金
が
増

加
し
ま
し
た
。

歳
入
状
況　
地
方
交
付
税
は
、
普
通
交
付

税
の
増
額
に
よ
り
１２・
８
％
の
増
、
寄
附

金
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
等
の
増
額
に
よ
り

２６・
６
％
の
増
、
国
庫
支
出
金
は
、
物
価

高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金
及
び
応
援
給

付
金
の
増
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
関
係
交
付
金
の
減
に
よ
り
１・
６

％
の
減
、
地
方
債
は
、
武
蔵
嵐
山
駅
西
口

地
区
整
備
事
業
債
の
増
額
に
よ
り
７８・
５

％
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

歳
出
状
況　
目
的
別
で
は
、
総
務
費
は
、

財
政
調
整
基
金
積
立
金
等
が
増
額
と
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
９・
０
％
の
増
、
土
木
費

は
、
幹
線
道
路
整
備
事
業
の
増
額
に
よ
り

２７・
３
％
の
増
、
消
防
費
は
、
防
災
対
策

事
業
の
増
額
等
に
よ
り
７・
２
％
の
増
、

教
育
費
は
学
校
給
食
費
補
助
事
業
の
増
額

等
に
よ
り
３・
９
％
の
増
、
災
害
復
旧
費

は
、
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
の
増
額

に
よ
っ
て
１０・
８
％
の
増
、
公
債
費
は
、

長
期
債
元
金
償
還
事
業
の
減
額
に
よ
り
６

・８
％
の
減
と
な
り
ま
し
た
。

■
一
般
会
計
決
算
の
状
況

歳
入・歳
出
と
も
に
増

　
一
般
会
計
の
決
算
額
は
、
歳
入
で
増
減

率（
以
下
、
割
合
は
全
て
前
年
度
に
対
す

る
増
減
率
）４・
７
％
の
増
、
歳
出
で
５・

３
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
自
主
財
源

が
減
少
し
依
存
財
源
が
増
加
し
た
た
め
、

全
体
に
占
め
る
自
主
財
源
割
合
は
昨
年
度

よ
り
１
％
減
少
し
、
５１・
８
％
と
な
り
ま

し
た
。

区分 決算額 増減率
（
町
が
自
主
的
に
収
入
で
き
る
も
の
）

自
主
財
源

町税（皆さんが納めた税金） 3,012,950 －3.3%
分担金及び負担金（保育料など特定の受益を受
ける方から負担していただくもの） 17,353 －27.5%
使用料及び手数料（施設の使用料や住民票を取
る時の手数料など） 31,976 1.7%
財産収入（町有地を貸したり､売却して得たもの等） 9,803 22.0%
寄附金（寄附されたもの） 159,695 26.6%
繰入金（基金（貯金）を取り崩したしたもの） 430,787 18.5%
繰越金（前年度から繰り越されたもの） 524,102 －2.9%
諸収入（その他の収入） 97,049 －19.5%
　自主財源計 4,283,715 －1.0%

依
存
財
源（
国
や
県
か
ら
交
付
さ
れ
た
り
、
借
り
入
れ
た
も
の
）

地方譲与税（税源移譲を行うまでの間譲与され
たり､ 自動車重量税などが譲与されるもの） 93,358 －0.7%
利子割交付金（利子割県民税の一部を交付されるもの） 986 34.1%
配当割交付金（配当割課税（県税）の一部を交付
されるもの） 18,784 40.0%
株式等譲渡所得割交付金（株式等譲渡所得割課
税（県税）の一部を交付されるもの） 26,968 73.1%
法人事業税交付金（法人事業税の一部を交付されるもの） 48,645 12.7%
地方消費税交付金（地方消費税の一部を交付されるもの） 470,660 5.7%
ゴルフ場利用税交付金（ゴルフ場利用税（県税）
の一部を交付されるもの） 24,734 －2.2%
環境性能割交付金 20,507 11.9%
地方特例交付金（減税のために地方税減収の補
てんをするため等に交付されるもの） 96,457 409.4%
地方交付税（国税のうち所得税､ 酒税等の中から
財源保障及び財源調整により交付されるもの） 1,173,136 12.8%
交通安全対策特別交付金（安全施設整備のため
に交付されるもの） 2,845 1.0%
国庫支出金（町の事業に対し国が支出するもの） 1,124,040 －1.6%
県支出金（町の事業に対し県が支出するもの） 486,705 －0.3%
町債（借り入れたお金） 402,657 78.5%
　依存財源計 3,990,482 11.6%

合　　　計 8,274,197 4.7%

【歳入内訳】 （単位：千円）
決算額 増減率

議会費（議会運営のための経費） 88,051 9.4%
総務費（全般的な管理事務､ 徴税､ 選挙､ 財務
事務等のための経費） 1,605,413 9.0%
民生費（高齢者､障害者､児童等の福祉のための経費） 2,490,575 2.1%
衛生費（ごみ処理､ 病気予防等のための経費） 713,195 1.0%
労働費（労働対策等のための経費） 121 0.0%
農林水産業費（農林業の振興のための経費） 123,933 1.0%
商工費（商工業の振興のための経費） 151,131 －8.2%
土木費（道路､ 公園等の整備のための経費） 940,651 27.3%
消防費（消防活動や防災等のための経費） 361,588 7.2%
教育費（学校､公民館､図書館等の運営のための経費） 628,267 3.9%
災害復旧費（災害復旧のための経費） 6,311 10.8%
公債費（借入金の返済のための経費） 656,922 －6.8%

合　　　計 7,766,158 5.3%

【歳出内訳】 （単位：千円）

特別会計
決算額 増減率

国民健康保険特別会計 歳入 1,932,242 1.81%
歳出 1,837,934 －0.73%

後期高齢者医療特別会計 歳入 315,696 11.06%
歳出 311,798 11.24%

介護保険特別会計 歳入 1,655,373 －2.93%
歳出 1,590,566 －1.29%

（単位：千円）

公営企業会計
決算額 増減率

水道事業会計
収益的収入 541,125 1.35%
収益的支出 447,235 1.43%
資本的収入 378,834 74.02%
資本的支出 469,044 35.96%

下水道事業会計
収益的収入 642,579 3.80%
収益的支出 573,350 5.42%
資本的収入 226,753 9.17%
資本的支出 309,113 7.93%

（単位：千円）

　町が健全な財政運営をしているかどうかを表している
指標です。カッコ内の数値を超えると、財政見直しのた
めの早期健全化計画の作成が必要となります。町の現在
の財政は、見直しが
必要な数値にはなっ
ておりませんが、引
き続き健全な財政運
営に努めてまいりま
す。皆さまのご理解
ご協力をお願いしま
す。

健全化判断比率について

令和6年度 令和5年度

実質赤字比率 －
（15.00）

－
（15.00）

連結実質赤字比率 －
（20.00）

－
（20.00）

実質公債費比率 8.5
（25.0）

9.0
（25.0）

将来負担比率 18.4
（350.0）

24.8
（350.0）

健全化判断比率

日日時　場場所　料料金　対対象者　申申込　内内容　定定員　問問合せ　他その他

町
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
４

地
域
支
援
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
２

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

２
１
５
３

キャッシュレス
納付はこちら

確定申告書の作成
コーナーはこちら

福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
℡
０
４
９
３－

６２－

０
７
１
６

《
要
予
約
》マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

手
続
き
の
た
め
の
特
別
開
庁

日
１１
月
１５
日（
土
）
９
時
〜
１２
時

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
、
受
領
、

電
子
証
明
書
の
更
新
業
務
を
行
い
ま
す
。
窓

口
で
申
請
用
の
写
真
撮
影
の
サ
ー
ビ
ス
も
行

い
ま
す（
無
料
）。
平
日
の
業
務
時
間
内
の
ご

来
庁
が
難
し
い
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
お
電
話
で
の
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
特
別
開
庁
時
は
、
通
常
の
窓
口
業
務（
住

民
票
等
証
明
書
の
発
行
や
住
民
異
動
の
手
続

き
）は
で
き
ま
せ
ん
。

嵐
山
消
防
団
特
別
点
検

消
防
団
員
が
消
防
操
法
や
放
水
訓
練
、
分

列
行
進
な
ど
を
披
露
し
ま
す
。
皆
様
の
ご
来

場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
※
当
日
は
朝
７

時
に
、
団
員
招
集
訓
練
と
し
て
各
詰
所
か
ら

サ
イ
レ
ン
が
鳴
り
ま
す
。
実
際
の
火
災
と
お

間
違
い
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日
１１
月
１６
日（
日
）
８
時
か
ら

場
役
場
駐
車
場

問
小
川
消
防
署
嵐
山
分
署

℡
０
４
９
３－

６２－

３
８
９
０

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
に
よ
る
情
報
伝
達
訓
練

次
の
日
時
で
、
町
内
の
防
災
行
政
無
線
か

ら
大
き
い
音
量
で
訓
練
放
送
が
流
れ
ま
す
。

※
災
害
発
生
時
や
自
然
災
害
の
お
そ
れ
が
あ

る
場
合
、
中
止
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
１１
月
１２
日（
水
）
１１
時
頃

放
送
内
容

上
り
チ
ャ
イ
ム
＋
「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」
×
３
回
＋
「
こ
ち
ら
は

ぼ
う
さ
い
ら
ん
ざ
ん
で
す
」
＋
下
り
チ
ャ
イ
ム

１１
月
１１
日（
火
）〜
１７
日（
月
）

は
税
を
考
え
る
週
間
で
す

「
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
向
か
っ
て
」
を
テ

ー
マ
に
、
租
税
の
意
義
や
役
割
、
税
務
行
政

に
対
す
る
知
識
と
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

き
、
納
税
意
識
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
詳
し

く
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
東
松
山
税
務
署

℡
０
４
９
３－

２２－

０
９
９
０

東
松
山
税
務
署

ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
で
の
確
定
申
告
の
ご
案
内

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
所
得
税

等
の
確
定
申
告
書
が
作
成
・
提
出（
送
信
）で

き
ま
す
。
ま
た
、
国
税
の
納
付
は
キ
ャ
ッ
シ

ュ
レ
ス
納
付
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

「
誰
か
を
支
え
る
あ
な
た
も
支
え
る
。」

１１
月
は
ケ
ア
ラ
ー
月
間
で
す

ケ
ア
ラ
ー
と
は
、
家
族
な
ど
の
身
近
な
人

に
対
し
て
、無
償
で
介
護
、看
護
、日
常
生
活

上
の
お
世
話
や
援
助
を
し
て
い
る
方
で
す
。

埼
玉
県
で
は
ケ
ア
ラ
ー
支
援
へ
の
理
解
と

協
力
の
輪
を
広
げ
、
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
す
る

こ
と
の
な
い
社
会
の
実
現
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
※
詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

問
埼
玉
県
地
域
包
括
ケ
ア
課

℡
０
４
８－

８
３
０－

３
２
５
６

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

（
精
神
手
帳
２
級
の
方
へ
の
対
象
拡
大
）

令
和
８
年
１
月
か
ら
対
象
を
拡
大
し
ま

す
。

【
新
た
に
助
成
対
象
と
な
る
方
】

▼
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
２
級
の
交
付

を
受
け
て
い
て
、
か
つ
自
立
支
援
医
療（
精

神
通
院
医
療
）を
受
給
し
て
い
る
方

※
６５
歳
以
上
で
新
た
に
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
２
級
以
上
の
交
付
を
受
け
た
方
は
対

象
外
。

【
助
成
対
象
と
な
る
医
療
費
】

自
立
支
援
医
療（
精
神
通
院
医
療
）の
自
己

負
担
金
の
額
を
助
成
し
ま
す
。
※
医
療
保
険

適
用
分
の
み
助
成
対
象
で
す
。

申
令
和
８
年
１
月
４
日
以
降
福
祉
課
窓
口
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
愛
の
募
金
」
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

更
生
保
護
女
性
会
嵐
山
支
部
で
は
「
社
会

を
明
る
く
す
る
運
動
」
の
一
環
と
し
て
毎
年

７
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
「
愛
の
募
金
」
活

動
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
募
金
総
額
は
２

４
０
、８
０
０
円（
１
１
０
件
）と
な
り
ま
し

た
。
皆
様
の
善
意
は
、
埼
玉
県
女
性
連
盟
を

通
じ
て
様
々
な
活
動
資
金
と
し
て
大
切
に
使

わ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ご
協
力
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

障
が
い
者
無
料
法
律
相
談

１
１
０
番

対
障
害
者
や
そ
の
家
族
、
福
祉
関
係
者
な
ど

日
１２
月
９
日（
火
）
１０
時
〜
１６
時

℡
０
４
８－

８
６
５－

７
５
４
０

�
０
４
８－

８
６
５－

７
５
４
５

埼
玉
県
弁
護
士
会
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

℡
０
４
８－

７
１
０－

５
６
６
６

町からのお知らせ 日日時 場場所 料料金 対対象者 申申込 内内容 定定員 問問合せ 他その他
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